
 

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年
減少率

（H27-R7）

婚姻数 （件） 1,856 1,753 1,819 1,664 1,751 1,597 1,460 1,500 1,379 1,361 1,377 -25.8 

16歳-39歳人口 （人） 95,049 93,306 91,508 89,811 88,240 87,002 85,917 84,141 82,661 81,278 80,113 -15.7 

               

 

 

 

 

 
和歌山市結婚新生活支援事業 

～新婚世帯の住宅等に係る費用を補助し、新生活を応援します～ 

和歌山市での新たな生活を後押しするため、結婚する際にかかる新生活の経費 

（住宅取得又は賃借に係る経費、引越費用）を６０万円を上限に支援します。 

 

・窓口に来られない方でも、電子申請が可能となりました 

・安心して新生活をスタートできるよう、共家事・共育て講座などを見ていただける 

ことになりました 

 

１ 補助金額 

  夫婦共に２９歳以下         → 最大６０万円 

  夫婦の双方又は一方が３０歳～３９歳 → 最大３０万円 

※いずれも婚姻日時点の年齢です。 

２ 補助対象経費 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの支払いで、原則婚姻日以降に支払った 

費用を補助します。 

（１）住宅購入費・建築費（建物代のみ） 

（２）賃料及び共益費（上限３か月分）・敷金・礼金・仲介手数料 

（３）引越費用 

３ 主な補助対象要件 

（１）令和８年１月１日から令和９年３月３１日までに結婚された夫婦 

（２）夫婦の所得合計（令和８年度所得）が５００万円未満である 

 ※上記以外にも、要件がありますので、詳しくは HP（ページ番号 1052803）又はチラシを 

ご確認ください。 

４ 申請期間及び申請方法 

  申請期間  令和８年６月１日（月）～令和９年３月３１日（水） 

  申請方法  電子申請 又は 窓口申請（東庁舎２階子育て支援課） 

＜婚姻数、16-39歳人口の推移＞ 

 

 

 

※R7年の婚姻数は暫定値 

※R7年度申請件数：160件 

担 当 課 子育て支援課 

担 当 者   山縣 

電    話 （073）435－1329 

内  線 ５２１１ 

記 者 発 表 

令和８年６月１０日 

申請フォーム 


